[bookmark: _Hlk134450419]越谷市実践・伴走型DX人材育成研修業務委託仕様書


[bookmark: _Hlk134458404]１　業務名
[bookmark: _Hlk78789827]越谷市実践・伴走型DX人材育成研修業務委託

２　履行場所
　越谷市役所

３　委託期間
　契約締結の日から令和９年３月１９日まで

４　業務の目的
本業務は、越谷市情報化推進計画（2026）に掲げる市民のためのデジタル化を加速させるため、デジタル技術を活用して業務改善を牽引できる職員を育成することを目的とする。
実際の業務におけるDX業務立案のプロセスを通じ、業務の現状分析から課題特定、デジタル技術を用いた解決策の策定までを経験することで、実践的なスキルを習得する。

５　業務内容
[bookmark: _Hlk134458548]（１）スキルインプット研修
ア　目　的　業務の分析、課題特定及び解決策検討など、DX業務立案のために必要な知識・スキルを学ぶ。
イ　人　数　２０～３０名程度（実践・伴走型研修の対象となる業務を担当している職員の参加を予定）
ウ　回　数　１回（３時間程度）
エ　内　容　・DXの基礎、サービスデザイン、BPRなど、最適な研修を開催すること。なお、集合研修で実施するものとし、受講者の主体的な学びを深めるため、演習及びワークショップ等、受講者が自分事として考えるための工夫を組み込むこと。
・本市のセキュリティポリシーや越谷市情報化推進計画（2026）を考慮すること。自治体及び民間の成功・失敗事例を幅広く紹介し、受講者が実務に活かせるようケーススタディを交えながら研修を実施すること。
・本市の現状に近い類似事例を優先的に扱うこと。


（２）実践・伴走型研修
　　ア　目　的　実際の業務におけるDX業務立案のプロセスを通じ、業務改善を牽引するための実践力を身に付ける。
イ　対　象　現行業務の改善の必要性を感じている職員・課所（５業務程度）
ウ　回　数　１業務あたり４回程度（１回あたり最大９０分程度）
エ　支援内容　対象職員に対し、５-（１）で学んだことを実践し、実業務に対するDX業務立案ができるよう、必要な支援を行う。その際、研修後から課題解決までのロードマップを作成する。

（３）結果共有会の開催
５-（２）の結果を発表し合い、学びを深める結果共有会を企画・実施すること。なお、当該共有会は研修参加者以外の職員も参加可能とする。

（４）効果測定の実施
知識・能力の習得状況を計測する効果測定を研修前後で実施し、研修効果を視覚化したレポートを作成すること。

（５）庁内向け周知の実施
研修の様子や実践結果を研修参加者以外に伝え、DX推進に対する理解・協力を促進することを目的とした、庁内向け周知策を提案すること。

（６）人材育成の内製化に向けた研修　
　将来的に、行政デジタル推進課において、デジタルを活用した業務改善の伴走型研修を実施できるように、行政デジタル推進課の職員を対象として、本業務の結果・課題等を踏まえた内製化に係る研修を実施すること。

６　スケジュール
発注者と協議の上で決定すること。なお、５-（２）については、令和８年１２月下旬までに完了するよう、実現可能なスケジュールを作成すること。








７　研修環境
（１）研修及び実践結果共有会の会場ならびに受講者が利用するパソコンについては、発注者が用意するものとする。
（２）会場における以下の設備については、発注者が提供するものとする。
　　ア　プロジェクター
　　イ　スクリーン
　　ウ　マイク及び音響施設
　　エ　電源

８　業務管理
（１）実施計画の策定								
業務責任体制、業務内容、業務スケジュール等を示した計画を策定すること。
（２）業務体制の構築と明確化
本業務の実施に必要な能力、資格、経験を有する業務責任者及び作業者を定めるとともに責任体制を明らかにすること。また、契約期間中は、専任の担当者（発注者側との連絡調整担当者）を配置すること。
· ５-（１）と、５-（２）は、一貫性を必要とするため、同一の講師または、一貫性を保てることを保証する体制とすること。
· 講師は、他自治体での同様の研修講師実績（過去２年以内）があり、かつDX推進アドバイザー実績を１年以上有すること。
なお、業務の性質上、本市固有の課題点や場合により個人情報を扱うこととなるため、情報の取り扱いには十分に留意すること。そのような観点から、講師含む本業務に関与する者は、全て受注者が直接雇用している者に限定する。第三者への一部または全部の業務委託は、不可とする。
（３）会議の開催
発注者への業務進捗報告や協議を目的とした会議を必要に応じて開催すること。

９　成果物
下記の成果物について納品すること。
	No
	成果物内容
	納品期日
	備考

	１
	実施計画書（業務実施スケジュール、業務実施体制図含む）
	契約締結後2週間以内
	－

	２
	研修受講者の理解度を測る効果測定に係る資料
	契約締結後2週間以内（資料の完成データ）
	データにて納品。紙媒体の場合は、研修参加者数分用意を求める。

	３
	スキルインプット研修資料
	研修実施日1週間前まで（研修資料の完成データ）
	データにて納品。当日は紙媒体にて研修参加者数分用意を求める。

	４
	業務改善を実践するためのロードマップ
	実践・伴走型研修の最終回終了後2週間以内まで
	データにて納品。共有会当日は紙媒体にて参加者数分用意を求める。

	５
	内製化に向けた研修に係る資料
	研修実施日1週間前まで（研修資料の完成データ）
	データにて納品

	６
	研修効果を視覚化したレポート
	効果測定完了後2週間以内
	データにて納品

	７
	議事録
	打合せ後3営業日以内
	－

	８
	その他会議提出資料一式
	随時協議のうえ決定
	－



１０　その他
（１）本基本仕様書は業務の提案をするにあたり、最低限の必要事項を掲載しており、本仕様書に掲載の無い事項についても提案を妨げるものではない。ただし提案事項については、見積額に計上されているものとする。この事項を踏まえた上で最良の提案を行うこと。指名事業者決定後、プロポーザルでの提案を踏まえ、契約仕様を決定する。
（２）契約時において想定されない仕様変更が発生した場合は、発注者と受注者が協議して定めることとする。
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